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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリエチレンと前記ポリエチレンに練り込まれたフェニルプロパノイド系精油成分とか
ら形成され、前記ポリエチレンを加熱した溶融物に所定量の前記フェニルプロパノイド系
精油成分を混練した後、前記精油成分を含む溶融物を排水口に着脱可能に装着する排水蓋
に成型することから作られた害虫忌避具。
【請求項２】
　前記溶融物が、８５重量％以上９０重量％以下の前記ポリエチレンと、１０～１００μ
ｍの粒径を有する２重量％以上１０重量％以下の貝殻焼成カルシウム粉末と、０．２重量
％以上３重量％以下の金属石鹸とから形成されている請求項１記載の害虫忌避具。
【請求項３】
　前記溶融物には、１～１０μｍの粒径を有する２重量％以上５重量％以下の銀粉末が含
まれる請求項２記載の害虫忌避具。
【請求項４】
　前記溶融物には、１重量％以上１０重量％以下の無水マレイン酸が含まれる請求項２ま
たは請求項３に記載の害虫忌避具。
【請求項５】
　前記フェニルプロパノイド系精油成分には、アネトール油とオイゲノール油とのうちの
少なくとも一方が使用されている請求項１ないし請求項４いずれかに記載の害虫忌避具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、害虫を寄せ付けず、害虫の侵入を防ぐ害虫忌避具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダニやゴキブリ、アリ、ヘビ等が嫌う忌避剤と抗菌消臭剤およびバインダー機能を有す
る水溶性のアクリル発泡液との混合液が含浸加工された上質紙等のテープ基材の一方の面
に、混合液の含浸加工および吸水ポリマー加工が施された吸湿性不織布が一体的に接着さ
れ、テープ基材の他方の面に、剥離紙に被覆保護された粘着剤が塗布された粘着テープが
ある（特許文献１参照）。
【０００３】
　抗菌消臭剤には、大豆、米、麦等の穀物エキスと陽イオン系、非イオン系、両イオン系
の界面活性剤とを主成分としたものが使用されている。この粘着テープは、テープ基材と
吸湿性不織布とに混合液が含浸加工されているから、混合液の含浸量が多く、忌避効果が
長く持続するとともに、有機リン系の抗菌消臭剤を使用していないから、安全性に優れて
いる。また、吸湿性不織布に高い吸水率を有するポリマー加工が施されているから、高い
結露防止効果を有する。
【特許文献１】特開２００１－２６２０９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記特許文献１に開示の粘着テープは、それに含まれる忌避剤についての具体的な記載
がなく、忌避剤の種類によっては人体に悪影響を及ぼす場合がある。また、不織布に含浸
加工された混合液が不織布から容易に滲出するから、混合液を形成する忌避剤と抗菌消臭
剤とがテープから容易に滲出し、テープを貼付した箇所に付着してしまう場合がある。
【０００５】
　本発明の目的は、人体に悪影響を及ぼすことがなく、成分の滲出を防ぐことができる害
虫忌避具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記課題を解決するための本発明は、ポリエチレンとポリエチレンに練り込まれたフェ
ニルプロパノイド系精油成分とから形成され、ポリエチレンを加熱した溶融物に所定量の
フェニルプロパノイド系精油成分を混練した後、その溶融物を排水口に着脱可能に装着す
る排水蓋に成型することから作られた害虫忌避具である。
【０００７】
　本発明の一例としては、溶融物が８５重量％以上９０重量％以下のポリエチレンと１０
～１００μｍの粒径を有する２重量％以上１０重量％以下の貝殻焼成カルシウム粉末と０
．２重量％以上３重量％以下の金属石鹸とから形成されている。
【０００８】
　本発明の他の一例として、溶融物には、１～１０μｍの粒径を有する２重量％以上５重
量％以下の銀粉末が含まれる。
【０００９】
　本発明の他の一例として、溶融物には、１重量％以上１０重量％以下の無水マレイン酸
が含まれる。
【００１０】
　本発明の他の一例として、フェニルプロパノイド系精油成分には、アネトール油とオイ
ゲノール油とのうちの少なくとも一方が使用されている。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明にかかる害虫忌避具によれば、それに抗菌作用や抗真菌作用、駆虫作用に優れた
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フェニルプロパノイド系精油成分が含まれているから、ゴキブリやダニ、アリ等の害虫を
寄せ付けず、それを使用することで害虫の侵入を確実に防ぐことができる。この害虫忌避
具は、それに含まれるフェニルプロパノイド系精油成分が芳香成分であるから、人体に悪
影響を及ぼすことがなく、さらに、それを形成するポリエチレンがその焼却処理時に煤煙
を発生することもないから、環境に悪影響を及ぼすこともない。この害虫忌避具は、ポリ
エチレンが水や油脂の侵入を防ぐから、水や油脂によるフェニルプロパノイド系精油成分
の忌避具からの滲出を防ぐことができる。
【００１２】
　溶融物がポリエチレンと貝殻焼成カルシウム粉末と金属石鹸とから形成された害虫忌避
具は、貝殻焼成カルシウム粉末の優れた殺菌作用により、忌避具に付着したバクテリアや
雑菌を除去することができるとともに、忌避具におけるカビの発生や繁殖を防ぐことがで
き、忌避具を常に衛生的な状態で使用することができる。また、貝殻焼成カルシウム粉末
の殺菌作用により、害虫の侵入を確実に防ぐことができる。この害虫忌避具は、金属石鹸
が滑剤として機能し、ポリエチレンの溶融混練時における摩擦を減少させ、ポリエチレン
と貝殻焼成カルシウム粉末との摩擦を減少させるから、溶融物の流動性を向上させること
ができる。この害虫忌避具は、焼却処理時に煤煙の発生がなく、大気を汚染することがな
いのみならず、それが貝殻焼成カルシウム粉末を含むことで、ポリエチレン樹脂のみから
作られた忌避具と比較し、その焼却処理時におけるＣＯ２の排出量を減少させることがで
き、さらに、燃焼カロリーが低く、低い焼却温度で完全燃焼させることができる。
【００１３】
　溶融物に銀粉末が含まれる害虫忌避具は、銀粉末の優れた殺菌作用により、忌避具に付
着したバクテリアや雑菌を除去することができるとともに、忌避具におけるカビの発生や
繁殖を防ぐことができ、忌避具を常に衛生的な状態で使用することができる。また、銀粉
末の殺菌作用により、害虫の侵入を確実に防ぐことができる。この害虫忌避具は、それが
銀粉末を含むことで、ポリエチレン樹脂のみから作られた忌避具に比較し、その焼却処理
時におけるＣＯ２の排出量を減少させることができ、さらに、燃焼カロリーが低く、低い
焼却温度で完全燃焼させることができる。
【００１４】
　溶融物に無水マレイン酸が含まれる害虫忌避具は、無水マレイン酸がポリエチレンと貝
殻焼成カルシウム粉末とを接着するバインダーとして機能するから、ポリエチレンとカル
シウム粉末との接着力が向上し、忌避具の機械的強度を向上させることができ、忌避具の
不用意な破損を防ぐことができる。また、無水マレイン酸がポリエチレン樹脂と銀粉末と
を接着するバインダーとして機能するから、ポリエチレンと銀粉末との接着力が向上し、
テープの機械的強度を向上させることができ、忌避具の不用意な破損を防ぐことができる
。
【００１５】
　フェニルプロパノイド系精油成分としてアネトール油とオイゲノール油とのうちの少な
くとも一方が使用された害虫忌避具は、アネトール油やオイゲノール油の優れた抗菌作用
や抗真菌作用、駆虫作用を利用することで、ゴキブリやダニ、アリ等の害虫の忌避具への
寄り付きを防ぐことができ、それを使用することで害虫の侵入を確実に防ぐことができる
。
【００１６】
　更に、本発明にかかる害虫忌避具では、排水口に着脱可能に装着する排水蓋であるので
、これを洗面台排水口や流し排水口、浴室排水口に設置することで、それら排水口からの
室内への害虫の侵入を防ぐことができる。この害虫忌避具は、害虫の侵入経路にそれを設
置することで、室内外の害虫の侵入経路を遮断することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　添付の図面を参照し、本発明に係る害虫忌避具として排水蓋を例にその詳細を説明する
と、以下のとおりである。図１は、参考例として粘着テープ１０に形成された害虫忌避具
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を示す斜視図であり、図２は、図１の２－２線端面図である。図３は、テープ１０の製造
方法の一例を示す図であり、図４は、テープ１０の製造方法の他の一例を示す図である。
図５，６は、テープ１０の使用例を示す図である。図５では、テープ１０が窓枠２６に貼
付され、図６では、テープ１０がドア枠２７に貼付されている。図２では、長手方向を矢
印Ｘ１で示し、厚み方向を矢印Ｘ２で示す。
【００１８】
　粘着テープ１０は、長手方向へ長い帯状であり、巻き取り芯１１に巻き取られている。
テープ１０の片面１２には、粘着剤１３が塗布されている。粘着剤１３は、剥離紙１４に
被覆保護されている。剥離紙１４の粘着剤１３に対する対向面１５には、離型剤としてシ
リコーン樹脂（図示せず）が塗布されている。テープ１０の一つは、ポリエチレン１８と
フェニルプロパノイド系精油成分１９とから形成されている（図３参照）。テープ１０の
他の一つは、ポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９と無水マレイン酸
２２と金属石鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５とから形成されている（
図４参照）。
【００１９】
　ポリエチレン１８には、低密度ポリエチレン、リニア低密度ポリエチレン、中密度ポリ
エチレン、高密度ポリエチレン、メタロセン－ポリエチレンの中から選択した１種類の樹
脂またはそれら複数種類を所定の割合で混合した樹脂が使用されている。フェニルプロパ
ノイド系精油成分１９には、アネトール油とオイゲノール油との中から選択されたいずれ
か一方またはそれらを所定の割合で混合した精油が使用されている。アネトール油は、セ
リ科ウイキョウの果実に含まれる精油の主成分である。オイゲノール油は、チョウジ油の
主成分である。アネトール油やオイゲノール油は、自然界に存在する芳香成分であり、優
れた抗菌作用や抗真菌作用、駆虫作用を有する。
【００２０】
　無水マレイン酸２２は、マレイン酸の２個のカルボキシル基が分子内で脱水縮合してで
きるカルボン酸無水物であり、樹脂改質剤として機能し、ポリエチレン１８に対する貝殻
焼成カルシウム粉末２４や銀粉末のバインダー２５となる。無水マレイン酸２２を加える
ことで、ポリエチレン１８と貝殻焼成カルシウム粉末２４との接着力およびポリエチレン
１８と銀粉末２５との接着力が向上し、テープ１０や後記する排水蓋３０の強度を向上さ
せることができ、それらの不用意な破損を防ぐことができる。
【００２１】
　金属石鹸２３には、ステアリン酸Ｃａ、ステアリン酸Ｚｎ、ステアリン酸Ｍｇ、ステア
リン酸Ｐｂの中から選択された１種類の石鹸またはそれら複数種類を所定の割合で混合し
た石鹸が使用されている。それら金属石鹸２３は、滑剤として機能し、ポリエチレン１８
の溶融混練時における摩擦を減少させ、ポリエチレン１８と貝殻焼成カルシウム粉末２４
との摩擦を減少させるとともに、ポリエチレン１８と銀粉末２５との摩擦を減少させ、後
記する溶融物の押出機１６や射出成形機、成形金型における流動性や離型性を向上させる
。また、成形時のポリエチレン１８の温度上昇を抑制し、押出機１６内や射出成形機内、
金型内におけるポリエチレン１８の分解を防ぐ。
【００２２】
　貝殻焼成カルシウム粉末２４は、天然素材であり、薬品処理や化学処理をせず、微粉砕
機を使用して貝殻を微粉砕することから作られている。貝殻焼成カルシウム粉末２４は、
優れた殺菌作用を有する。銀粉末２５は、微粉砕機を使用して銀を微粉砕することから作
られている。銀粉末２５は、優れた殺菌作用を有する。
【００２３】
　テープ１０は、図３，４に示すように、押出機１６を利用したＴダイ法によって作られ
ている。なお、テープ１０は、Ｔダイ法の他に、インフレーション法や延伸法によっても
作ることができる。図３に示す製造方法では、押出機１６のホッパ１７にビーズ状のポリ
エチレン１８が投入される。押出機１６の内部では、ヒーターによってポリエチレン１８
が約１２０～１４０℃に加熱されるとともに、スクリュによってポリエチレン１８が混練
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される。押出機１６の内部では、ポリエチレン１８が溶融し、高温の溶融物になる。押出
機１６の中段からは、フェニルプロパノイド系精油成分１９が押出機１６の内部に注入さ
れる。
【００２４】
　精油成分１９は、スクリュによって溶融物に混練され、溶融物に略均一に分散する。精
油成分１９を含む溶融物は、スクリュの回転によって押出機１６の先端部２０に向かって
次第に移動する。押出機１６の先端部２０には、溶融物を細長い帯状に成形するＴダイ２
１（金型）が取り付けられている。押出機１６の先端部２０から押し出された溶融物は、
Ｔダイ２１を通って帯状に成形され、冷却固化し、テープ形態を維持する。テープ１０は
、Ｔダイ２１から排出された後、巻き取りロール（図示せず）に巻き取られる。
【００２５】
　図４に示す製造方法では、押出機１６のホッパ１７にビーズ状のポリエチレン１８と無
水マレイン酸２２と金属石鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５とが投入さ
れる。押出機１６の内部では、ヒーターによってポリエチレン１８、無水マレイン酸２２
、貝殻焼成カルシウム粉末２３、金属石鹸２４、銀粉末２５が約１２０～１４０℃に加熱
されるとともに、スクリュによってそれらが混練される。押出機１６の内部では、ポリエ
チレン１８が溶融し、無水マレイン酸２２や貝殻焼成カルシウム粉末２３、金属石鹸２４
、銀粉末２５がポリエチレン１８の中に略均一に分散した高温の溶融物が作られる。
【００２６】
　押出機１６の中段からは、フェニルプロパノイド系精油成分１９が押出機１６の内部に
注入される。精油成分１９は、スクリュによって溶融物に混練される。精油成分１９は、
スクリュによって溶融物に混練され、溶融物に略均一に分散する。精油成分１９を含む溶
融物は、スクリュの回転によって押出機１６の先端部２０に向かって次第に移動する。押
出機１６の先端部２０から押し出された溶融物は、Ｔダイ２１を通って帯状に成形され、
冷却固化し、テープ形態を維持する。テープ１０は、Ｔダイ２１から排出された後、巻き
取りロールに巻き取られる。
【００２７】
　次に、溶液法または熱カレンダー法によってテープの片面に粘着剤が塗布される。なお
、テープ１０の表面には、粘着剤１３との接着力を向上させるための前表面処理が施され
ている。粘着剤１３は、その主成分がＳＢＲ（ブタジエン・スチレン共重合ゴム）やポリ
イソブチレン、ポリアクリル酸エステル、ポリビニルエーテル、ポリビニルイソブチルエ
ーテル等である。それら主成分の他に、粘着付与剤としてロジン、ロジンエステル、クマ
ロン樹脂、テルペン樹脂、炭化水素樹脂、油溶性フェノール樹脂が使用され、軟化剤とし
て脂肪酸エステル、動植物油脂、ワックス、石油重質留分が使用される。さらに、充填剤
や顔料老化防止剤、安定剤等が使用される。
【００２８】
　溶液法は、粘着剤１３の主成分、軟化剤、充填剤等を石油系溶剤、酢酸エステル、トル
エン等の有機溶剤に溶解し、粘着付与剤を加え、ナイフコーター、ロールコーター、グラ
ビヤコーター等によりテープに塗布した後、赤外線、熱風、蒸気等により加熱乾燥する。
乾燥後、剥離紙１４を粘着剤１３に貼付し、巻き取りロールに巻き取る。熱カレンダー法
は、有機溶剤を使用せず、粘着剤１３を加熱し、そのままカレンダーロールにかけて粘着
剤１３をテープ１０に塗布する。
【００２９】
　粘着テープ１０を使用するには、巻き芯１１からテープ１０を繰り出し、所定の長さに
切断した後、テープ１０から剥離紙１４を剥がし、粘着剤１３を露出させる。テープ１０
は、図５，６に示すように、粘着剤１３を介して窓枠２６やドア枠２７等に貼付する。ゴ
キブリやダニ、アリ等の害虫が窓２８と窓枠２６との隙間やドア２９とドア枠２７との隙
間を通って室内に侵入しようとしたとしても、フェニルプロパノイド系精油成分１９の駆
虫作用や貝殻焼成カルシウム粉末２４、銀粉末２５の殺菌作用によってそれら害虫はテー
プ１０に寄り付くことができず、害虫の隙間からの侵入が阻止される。なお、テープ１０



(6) JP 5248836 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

の貼付箇所を窓枠２６やドア枠２７に限定するものではなく、害虫の進入経路となる隙間
を作るあらゆる物に貼付することができる。
【００３０】
　この粘着テープ１０は、それに優れた抗菌作用や抗真菌作用、駆虫作用を有するフェニ
ルプロパノイド系精油成分１９が含まれているから、ゴキブリやダニ、アリ等の害虫を寄
せ付けず、それを使用することで窓２８と窓枠２６との隙間やドア２９とドア枠２７との
隙間等からの害虫の侵入を確実に防ぐことができる。テープ１０は、それに含まれるフェ
ニルプロパノイド系精油成分１９が芳香成分であるから、人体に悪影響を及ぼすことがな
く、さらに、それを形成するポリエチレン１８がその焼却処理時に煤煙を発生することも
ないから、環境に悪影響を及ぼすこともない。テープ１０は、ポリエチレン１８が水や油
脂の侵入を防ぐから、水や油脂によるフェニルプロパノイド系精油成分１９のテープ１０
からの滲出を防ぐことができ、精油成分１９の窓枠２６やドア枠２７等への付着を防ぐこ
とができる。
【００３１】
　貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５とを含むテープ１０は、貝殻焼成カルシウム
粉末２４や銀粉末２５の優れた殺菌作用により、テープ１０に付着したバクテリアや雑菌
を除去することができるとともに、テープ１０におけるカビの発生や繁殖を防ぐことがで
き、テープ１０を常に衛生的な状態で使用することができる。テープ１０は、フェニルプ
ロパノイド系精油成分１９のみならず、貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５と殺菌
作用によって隙間からの害虫の侵入を確実に防ぐことができる。このテープ１０は、それ
が貝殻焼成カルシウム粉末２４や銀粉末２５を含むことで、ポリエチレン１８のみから作
られたテープ１０と比較し、その焼却処理時におけるＣＯ２の排出量を減少させることが
でき、さらに、燃焼カロリーが低く、低い焼却温度で完全燃焼させることができる。
【００３２】
　金属石鹸２３を含むテープ１０は、金属石鹸２３が滑剤として機能し、ポリエチレン１
８の溶融混練時における摩擦を減少させ、ポリエチレン１８と貝殻焼成カルシウム粉末２
４との摩擦を減少させるとともに、ポリエチレン１８と銀粉末２５との摩擦を減少させる
から、押出機１６内における溶融物の流動性を向上させることができ、溶融物をＴダイ２
１へ円滑に押し出すことができる。また、押出機１６内におけるポリエチレン１８の温度
上昇を抑制し、押出機１６内におけるポリエチレン１８の分解を防ぐことができる。さら
に、カルシウム粉末２４や銀粉末２５を溶融物中に略均一に分散させることができ、カル
シウム粉末２４や銀粉末２５の溶融物における偏りを防ぐことができるから、カルシウム
粉末２４や銀粉末２５が溶融物に偏って存在することによるテープ１０の脆弱化を防ぐこ
とができる。
【００３３】
　無水マレイン酸２２を含むテープ１０は、無水マレイン酸２２がポリエチレン１８と貝
殻焼成カルシウム粉末２４、銀粉末２５とを接着するバインダーとして機能するから、ポ
リエチレン１８とカルシウム粉末２４との接着力が向上するとともに、ポリエチレン１８
と銀粉末２５との接着力が向上し、テープ１０の機械的強度を向上させることができ、テ
ープ１０の不用意な破損を防ぐことができる。
【００３４】
　テープ１０は、その一つがポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９と
から作られ、他の一つがポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９と無水
マレイン酸２２と金属石鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５とから作られ
ているが、粘着テープ１０におけるそれら成分の組み合わせに特に限定はない。テープ１
０がポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９と無水マレイン酸２２と金
属石鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉末２４とから作られていてもよく、ポリエチレン１８
とフェニルプロパノイド系精油成分１９と無水マレイン酸２２と金属石鹸２３と銀粉末２
５とから作られていてもよい。
【００３５】
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　図７は、本発明の一実施形態にかかる排水蓋３０（害虫忌避具）を示す斜視図であり、
図８は、排水蓋３０の製造方法の一例を示す図である。図９は、排水蓋３０の製造方法の
他の一例を示す図であり、図１０は、排水蓋３０の使用例を示す図である。図１０では、
排水蓋３０が排水口３９に設置されている。排水蓋３０は、その外観形状が円形であり、
周縁部３１と周縁部３１の内側に位置する中央部３２とを有する。中央部３２は、周縁部
３１よりも上方へ隆起している。中央部３２には、複数の排水孔３３と取っ手３４とが作
られている。なお、排水蓋３０の外観形状を円形に限定するものではない。
【００３６】
　排水蓋３０の一つは、ポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９とから
形成されている（図８参照）。排水蓋３０の他の一つは、ポリエチレン１８とフェニルプ
ロパノイド系精油成分１９と無水マレイン酸２２と金属石鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉
末２４と銀粉末２５とから形成されている。ポリエチレン１８やフェニルプロパノイド系
精油成分１９、無水マレイン酸２２、金属石鹸２３、貝殻焼成カルシウム粉末２４、銀粉
末２５には、粘着テープ１０のそれらと同一のものが使用されている。
【００３７】
　排水蓋３０は、図８，９に示すように、射出成形機３５を利用した射出成形法によって
作られている。図８に示す製造方法では、射出成形機３５のホッパ３６にビーズ状のポリ
エチレン１８が投入される。射出成形機３５の内部では、ヒーターによってポリエチレン
１８が約１２０～１４０℃に加熱されるとともに、スクリュによってポリエチレン１８が
混練される。射出成形機３５の内部では、ポリエチレン１８が溶融し、高温の溶融物にな
る。射出成形機３５の中段からは、フェニルプロパノイド系精油成分１９が射出成形機３
５の内部に注入される。
【００３８】
　精油成分１９は、スクリュによって溶融物に混練され、溶融物に略均一に分散する。精
油成分１９を含む溶融物は、スクリュの回転によって射出成形機３５の先端部３７に向か
って次第に移動する。射出成形機３５の先端部３７には、排水蓋３０の成形金型３８が取
り付けられている。射出成形機３５から射出された溶融物は、射出成形機３５のゲートか
ら成形金型３８の流入口を通って金型３８内部に流入する。成形金型３８では、それに流
入した溶融物が型において冷却固化することで、図７の排水蓋３０が作られる。
【００３９】
　図９に示す製造方法では、射出成形機３５のホッパ３６にビーズ状のポリエチレン１８
と無水マレイン酸２２と金属石鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５とが投
入される。射出成形機３５の内部では、ヒーターによってポリエチレン１８、無水マレイ
ン酸２２、貝殻焼成カルシウム粉末２３、金属石鹸２４、銀粉末２５が約１２０～１４０
℃に加熱されるとともに、スクリュによってそれらが混練される。射出成形機３５の内部
では、ポリエチレン１８が溶融し、無水マレイン酸２２や貝殻焼成カルシウム粉末２３、
金属石鹸２４、銀粉末２５が溶融ポリエチレン１８の中に略均一に分散した高温の溶融物
が作られる。
【００４０】
　射出成形機３５の中段からは、フェニルプロパノイド系精油成分１９が射出成形機３５
の内部に注入される。精油成分１９は、スクリュによって溶融物に混練される。精油成分
１９は、スクリュによって溶融物に混練され、溶融物に略均一に分散する。精油成分１９
を含む溶融物は、スクリュの回転によって射出成形機３５の先端部３７に向かって次第に
移動する。射出成形機３５から射出された溶融物は、射出成形機３５のゲートから成形金
型３８の流入口を通って金型３８内部に流入する。成形金型３８では、それに流入した溶
融物が型において冷却固化することで、排水蓋３０が作られる。
【００４１】
　排水蓋３０は、図１０に示すように、それを洗面台排水口３９や流し排水口３９、浴室
排水口３９等に設置する。ゴキブリやダニ、アリ等の害虫が排水管を通って室内に侵入し
ようとしたとしても、フェニルプロパノイド系精油成分１９の駆虫作用や貝殻焼成カルシ
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ウム粉末２４、銀粉末２５の殺菌作用によってそれら害虫は排水蓋３０に寄り付くことが
できず、害虫の排水管からの侵入が阻止される。
【００４２】
　排水蓋３０は、それに優れた駆虫作用を有するフェニルプロパノイド系精油成分が含ま
れているから、ゴキブリやダニ、アリ等の害虫を寄せ付けず、それを使用することで排水
口３９からの害虫の侵入を確実に防ぐことができる。排水蓋３０は、それに含まれるフェ
ニルプロパノイド系精油成分が芳香成分であるから、人体に悪影響を及ぼすことがなく、
さらに、それを形成するポリエチレン１８がその焼却処理時に煤煙を発生することもない
から、環境に悪影響を及ぼすこともない。排水蓋３０は、ポリエチレン１８が水や油脂の
侵入を防ぐから、水や油脂によるフェニルプロパノイド系精油成分１９の排水蓋３０から
の滲出を防ぐことができる。
【００４３】
　貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５とを含む排水蓋３０は、貝殻焼成カルシウム
粉末２４や銀粉末２５の優れた殺菌作用により、排水蓋３０に付着したバクテリアや雑菌
を除去することができるとともに、排水蓋３０におけるカビの発生や繁殖を防ぐことがで
き、排水蓋３０を常に衛生的な状態で使用することができる。排水蓋３０は、フェニルプ
ロパノイド系精油成分１９のみならず、貝殻焼成カルシウム粉末２４と銀粉末２５と殺菌
作用によって排水口からの害虫の侵入を確実に防ぐことができる。この排水蓋３０は、そ
れが貝殻焼成カルシウム粉末２４や銀粉末２５を含むことで、ポリエチレン１８のみから
作られた排水蓋３０と比較し、その焼却処理時におけるＣＯ２の排出量を減少させること
ができ、さらに、燃焼カロリーが低く、低い焼却温度で完全燃焼させることができる。
【００４４】
　金属石鹸２３を含む排水蓋３０は、金属石鹸２３が滑剤として機能し、ポリエチレン１
８の溶融混練時における摩擦を減少させ、ポリエチレン１８と貝殻焼成カルシウム粉末２
４との摩擦を減少させるとともに、ポリエチレン１８と銀粉末２５との摩擦を減少させる
から、射出成形機３５内における溶融物の流動性を向上させることができ、溶融物を成形
金型３８へ円滑に射出することができる。また、射出成形機３５内や成形金型３８内にお
けるポリエチレン１８の温度上昇を抑制し、射出成形機３５内や成形金型３８内における
ポリエチレン１８の分解を防ぐことができる。さらに、カルシウム粉末２４や銀粉末２５
を溶融物中に略均一に分散させることができ、カルシウム粉末２４や銀粉末２５の溶融物
における偏りを防ぐことができるから、カルシウム粉末２４や銀粉末２５が溶融物に偏っ
て存在することによる排水蓋３０の脆弱化を防ぐことができる。
【００４５】
　無水マレイン酸２２を含む排水蓋３０は、無水マレイン酸２２がポリエチレン１８と貝
殻焼成カルシウム粉末２４、銀粉末２５とを接着するバインダーとして機能するから、ポ
リエチレン１８とカルシウム粉末２４との接着力が向上するとともに、ポリエチレン１８
と銀粉末２５との接着力が向上し、排水蓋３０の機械的強度を向上させることができ、排
水蓋３０の不用意な破損を防ぐことができる。
【００４６】
　排水蓋３０は、その一つがポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９と
から作られ、他の一つがポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９と無水
マレイン酸２２と金属石鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉２４末と銀粉末２５とから作られ
ているが、排水蓋３０におけるそれら成分の組み合わせに特に限定はない。排水蓋３０が
ポリエチレン１８とフェニルプロパノイド系精油成分１９と無水マレイン酸２２と金属石
鹸２３と貝殻焼成カルシウム粉末２４とから作られていてもよく、ポリエチレン１８とフ
ェニルプロパノイド系精油成分１９と無水マレイン酸２２と金属石鹸２３と銀粉末２５と
から作られていてもよい。
【００４７】
　溶融物の全重量に対するポリエチレン１８の重量比は、８５重量％以上９０重量％以下
の範囲にある。ポリエチレン１８の重量比が８５重量％未満では、テープ１０の耐寒性や
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伸長性、耐摩耗性、機械的強度が低下し、排水蓋３０の耐寒性や耐摩耗性、機械的強度が
低下するから、排水蓋３０が不用意に破損してしまう場合があり、排水蓋３０の長期間の
使用ができない場合がある。ポリエチレン１８の全重量に対するフェニルプロパノイド系
精油成分１９の混合割合は、１０重量％以上１５重量％以下の範囲にある。精油成分１９
の混合割合が１０重量％未満では、精油成分１９による効果が減少し、排水蓋３０におけ
る抗菌作用や抗真菌作用、駆虫作用が低下するから、それらが害虫忌避具として機能しな
い場合がある。
【００４８】
　溶融物の全重量に対する貝殻焼成カルシウム粉末２４の重量比は、２重量％以上１０重
量％以下の範囲にある。貝殻焼成カルシウム粉末２４の重量比が２重量％未満では、排水
蓋３０における殺菌作用が低下し、排水蓋３０に付着したバクテリアや雑菌を除去するこ
とができない場合があり、また、排水蓋３０におけるカビの発生や繁殖を防ぐことができ
ない場合がある。貝殻焼成カルシウム粉末２４の重量比が１０重量％を超過すると、過熱
しても流動性を示さないカルシウム粉末２４が溶融物の流動性を著しく低下させるから、
溶融物が成形金型３８の内部でショートモールドを起こし易く、成形金型３８を利用して
排水蓋３０を作ることができない場合がある。
【００４９】
　貝殻焼成カルシウム粉末２４は、その粒径が１０～１００μｍの範囲にある。カルシウ
ム粉末２４の粒径が１０μｍ未満では、貝殻焼成カルシウムを１０μｍ未満の粒径に加工
するために複数の粉砕工程を必要とするから、カルシウム粉末２４の生産コストが上昇し
、その結果、排水蓋３０の生産コストも上昇してしまい、排水蓋３０を廉価に製造するこ
とができない。カルシウム粉末２４の粒径が１００μｍを超過すると、過熱しても流動性
を示さないカルシウム粉末２４が溶融物の流動性を著しく低下させるから、溶融物が成形
金型３８の内部でショートモールドを起こし易く、成形金型３８を利用して排水蓋３０を
作ることができない場合がある。
【００５０】
　溶融物の全重量に対する銀粉末２５の重量比は、２重量％以上５重量％以下の範囲にあ
る。銀粉末２５の重量比が２重量％未満では、排水蓋３０における殺菌作用が低下し、排
水蓋３０に付着したバクテリアや雑菌を除去することができない場合があり、また、排水
蓋３０におけるカビの発生や繁殖を防ぐことができない場合がある。銀粉末２５の重量比
が５重量％を超過すると、過熱しても流動性を示さない銀粉末２５が溶融物の流動性を著
しく低下させるから、溶融物が成形金型３８の内部でショートモールドを起こし易く、成
形金型３８を利用して排水蓋３０を作ることができない場合がある。
【００５１】
　銀粉末２５は、その粒径が１～１０μｍの範囲にある。銀粉末２５の粒径が１μｍ未満
では、銀を１μｍ未満の粒径に加工するために複数の粉砕工程を必要とするから、銀粉末
２５の生産コストが上昇し、その結果、排水蓋３０の生産コストも上昇してしまい、排水
蓋３０を廉価に製造することができない。銀粉末２５の粒径が１０μｍを超過すると、過
熱しても流動性を示さない銀粉末２５が溶融物の流動性を著しく低下させるから、溶融物
が成形金型３８の内部でショートモールドを起こし易く、成形金型３８を利用して排水蓋
３０を作ることができない場合がある。
【００５２】
　溶融物の全重量に対する無水マレイン酸２２の重量比は、１重量％以上１０重量％以下
の範囲にある。無水マレイン酸２２の重量比が１重量％未満では、ポリエチレン１８と貝
殻焼成カルシウム粉末２４との接着力やポリエチレン１８と銀粉末２５との接着力を向上
させることができず、排水蓋３０の強度を向上させることができないから、排水蓋３０が
不用意に破損してしまう場合があり、排水蓋３０の長期間の使用ができない場合がある。
【００５３】
　溶融物の全重量に対する金属石鹸２３の重量比は、０．２重量％以上３重量％以下の範
囲にある。金属石鹸２３の重量比が０．２重量％未満では、ポリエチレン１８の溶融混練
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時における摩擦を減少させることができず、ポリエチレン１８と貝殻焼成カルシウム粉末
２４との摩擦を減少させることができないとともに、ポリエチレン１８と銀粉末２５との
摩擦を減少させることができないから、押出機１６や射出成形機３５、成形金型３８にお
ける溶融物の流動性や離型性を向上させることができない。また、成形時のポリエチレン
１８の温度上昇を抑制することができず、押出機１６内や射出成形機３５内、成形金型３
８内におけるポリエチレン１８の分解を防ぐことができない。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】一例として示す粘着テープの斜視図。
【図２】図１の２－２線端面図。
【図３】テープの製造方法の一例を示す図。
【図４】テープの製造方法の他の一例を示す図。
【図５】テープの使用例を示す図。
【図６】テープの使用例を示す図。
【図７】本発明の一実施形態として示す排水蓋の斜視図。
【図８】排水蓋の製造方法の一例を示す図。
【図９】排水蓋の製造方法の他の一例を示す図。
【図１０】排水蓋の使用例を示す図。
【符号の説明】
【００５５】
　１６　　押出機
　１８　　ポリエチレン
　１９　　フェニルプロパノイド系精油成分
　２１　　Ｔダイ
　２２　　無水マレイン酸
　２３　　金属石鹸
　２４　　貝殻焼成カルシウム粉末
　２５　　銀粉末
　２６　　窓枠
　２７　　ドア枠
　３０　　排水蓋
　３５　　射出成形機
　３８　　成形金型
　３９　　排水口
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